
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
一
月
一

日
の
賦
課
期
日
に
固
定
資
産
（
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）
の
所
有

者
が
、
そ
の
固
定
資
産
の
価
格
を

基
に
算
定
さ
れ
た
税
額
を
そ
の
資

産
の
あ
る
市
町
村
に
納
め
る
税
。

市
民
税
と
と
も
に
、
環
境
衛
生
や

福
祉
、
教
育
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
の
重

要
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

都
市
計
画
税
は
市
街
化
区
域
、

用
途
区
域
内
に
土
地
・
家
屋
を
所

有
し
て
い
る
人
が
固
定
資
産
税
と

併
せ
て
納
め
る
目
的
税
。
土
地
区

画
整
理
事
業
や
道
路
・
公
園
整
備

な
ど
の
都
市
計
画
事
業
の
費
用
に

充
て
ら
れ
ま
す
。

今
回
の
評
価
替
え
で
は
、
総
務

大
臣
が
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基

準
に
基
づ
く
適
正
な
評
価
を
目
指

し
、
評
価
を
見
直
し
ま
し
た
。

宅
地
の
評
価
は
、
地
価
公
示
価

格
の
七
割
を
目
標
に
、
地
価
公
示

地
以
外
に
多
数
の
宅
地
を
選
び
、

平
成
十
七
年
一
月
一
日
を
価
格
調

査
基
準
日
と
し
て
、
不
動
産
鑑
定

士
の
鑑
定
評
価
を
実
施
。
地
価
下

落
を
反
映
す
る
た
め
、
さ
ら
に
半

年
間
の
下
落
修
正
を
行
い
、
各
土

地
の
評
価
額
を
算
定
し
ま
し
た
。

□
税
負
担
の
動
向

土
地
の
固
定
資
産
税
は
、
税
額

が
急
に
上
が
ら
な
い
よ
う
に
、
本

年
度
の
評
価
額
に
対
す
る
前
年
度

課
税
標
準
額
（
税
額
算
出
時
に
税

率
を
掛
け
る
額
）
の
割
合
（
負
担

水
準
）
に
応
じ
て
、
税
負
坦
の
調

整
措
置
を
し
て
い
ま
す
（
右
表
の

と
お
り
）。

こ
の
措
置
で
、
従
来
は
負
担
水

準
の
低
い
土
地
は
、
な
だ
ら
か
に

税
負
担
を
本
来
の
水
準
に
引
き
上

げ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
地
方

税
法
改
正
で
、
税
負
担
の
公
平
性

が
早
期
に
実
現
で
き
る
よ
う
に
そ

の
調
整
方
法
が
大
き
く
見
直
さ
れ

ま
し
た
。

一
方
、
負
担
水
準
の
高
い
土
地

は
税
負
担
の
据
え
置
き
や
引
き
下

げ
を
行
い
、
均
衡
化
を
図
っ
て
い

ま
す
。

□
都
市
計
画
税
の
調
整
措
置

都
市
計
画
税
も
、
固
定
資
産
税

と
同
様
に
税
負
担
の
調
整
措
置
が

改
正
さ
れ
、
早
期
に
税
負
担
の
均

衡
を
目
指
し
ま
す
。

広報まえばし　平成１８年４月１日号　1213 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

平成18年度は 土地や家屋の評価替えの年
4月3日から5月1日まで 縦覧と閲覧を行います

土
地
の
評
価
は

均
衡
・
適
正
に

家
屋
の
評
価
は

経
過
年
数
な
ど
考
慮

固定資産評価
審査申し出できます

安
全
安
心
課
の
新
設
や
に
ぎ
わ
い
観
光
課
の
再
編
な
ど

家
屋
の
評
価
は
、
新
築
家
屋
と

同
じ
建
物
を
そ
の
場
所
に
再
度
建

築
し
た
場
合
に
必
要
な
建
築
費（
再

建
築
価
格
）
を
求
め
、
こ
れ
に
経

過
年
数
に
よ
る
減
価
な
ど
を
考
慮

し
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

昨
年
中
に
新
増
築
さ
れ
た
家
屋

は
、
平
成
十
六
年
一
月
現
在
の
東

京
都
に
お
け
る
建
築
資
材
な
ど
の

物
価
動
向
か
ら
算
定
さ
れ
た
全
国

統
一
の
新
し
い
評
価
基
準
（
平
成

十
八
年
基
準
）
を
基
に
し
、
さ
ら

に
地
域
差
な
ど
の
補
正
が
さ
れ
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
在
来
分
家
屋
は
旧
基
準

（
平
成
十
五
年
基
準
）
時
と
比
べ

て
、
資
材
物
価
が
下
落
し
て
い
る

こ
と
に
よ
る
減
価
と
、
経
過
年
数

に
よ
る
減
価
が
さ
れ
て
評
価
額
が

算
出
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
土
地
に
つ
い
て
は
資
産
税
課
�
８
９
０
―
６
２
１

７
、
家
屋
に
つ
い
て
は
同
課
�
８
９
０
―
６
２
１
８
、
償
却
資
産
・

そ
の
他
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
同
課
�
８
９
０
―
６
２
１
６
へ
。

固定資産課税台帳の登録価格
に対し不服がある場合、適正か
つ公平な価格を審査するために
設置された固定資産評価審査委
員会に審査の申し出ができます。
この委員会は、市長が市議会
の同意を得て委員を選任した機
関であり、中立的に審査を行い
ます。審査の申し出ができる期
間は、次のとおりです。
期間＝納税通知書を受け取った
翌日から60日以内
○…問い合わせは市民税課�8
90-6210へ。

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
と
課
税
台
帳
の
閲
覧
を

行
い
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

本
紙
３
月
１
日
号
３
�
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

期
間
＝
４
月
３
日
�
〜
５
月
１
日

�
の
執
務
時
間
内
　
場
所
＝
市
役

所
資
産
税
課
、
大
胡
・
宮
城
・
粕

川
支
所（
各
支
所
は
管
内
の
土
地
・

家
屋
の
み
）

四
月
か
ら
市
の
組
織
の
一
部
が

変
わ
り
ま
す
。
主
な
変
更
点
は
次

の
と
お
り
で
す
。

□
総
務
部

秘
書
課
、
職
員
課
、
行
政
管
理

課
、
情
報
政
策
課
を
配
置
し
て
、

行
政
経
営
機
能
に
特
化
し
ま
す
。

□
政
策
部

政
策
課
、
市
政
発
信
課
、
文
化

政
策
課
、
中
核
市
推
進
室
、
都
市

緑
化
フ
ェ
ア
推
進
室
を
配
置
し
て
、

政
策
課
題
へ
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な

対
応
を
図
り
ま
す
。

□
財
務
部

財
政
課
、
管
財
課
、
市
民
税
課
、

資
産
税
課
、
収
納
課
、
競
輪
事
務

所
を
配
置
し
て
、
予
算
財
産
の
効

率
的
な
執
行
と
財
政
運
営
の
健
全

化
を
推
進
し
ま
す
。

□
契
約
工
事
監
理
部

建
設
監
理
課
、
契
約
課
を
配
置

し
て
、
公
共
工
事
の
入
札
・
契
約

の
適
正
化
や
品
質
の
確
保
を
図
り

ま
す
。

□
市
民
部

生
活
課
を
い
き
い
き
生
活
課
に

改
め
る
ほ
か
、
安
全
安
心
課
を
新

設
し
て
、
市
民
生
活
を
応
援
す
る

と
と
も
に
、
防
犯
活
動
や
交
通
安

全
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

□
商
工
部

商
工
振
興
課
と
に
ぎ
わ
い
観
光

課
に
再
編
し
、
制
度
融
資
窓
口
の

一
元
化
を
図
る
と
と
も
に
、
中
心

市
街
地
の
活
性
化
を
観
光
振
興
と

融
合
さ
せ
ま
す
。

□
建
設
部

道
路
建
設
課
地
域
整
備
室
を
東

部
建
設
事
務
所
と
し
て
、
大
胡
支

所
内
に
移
設
し
、
合
併
し
た
三
支

所
管
内
の
道
路
整
備
な
ど
、
事
業

の
本
格
化
に
対
応
し
ま
す
。

□
教
育
委
員
会

ス
ポ
ー
ツ
課
内
に
国
体
推
進
室

を
設
置
し
、
来
年
一
月
に
開
催
さ

れ
る
冬
季
国
体
の
開
催
準
備
に
あ

た
り
ま
す
。

文
化
政
策
課
は
五
階
か
ら
六
階

へ
。
ま
た
、
商
業
観
光
課
観
光
係

は
に
ぎ
わ
い
観
光
課
に
編
入
す
る

た
め
、
千
代
田
町
の
旧
に
ぎ
わ
い

課
内
へ
移
転
し
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
行
政
管
理
課

�
８
９
０
―
６
５
３
７
へ
。

迅速な課題対応目指し

宅地などにかかる負担調整措置

住
宅
用
地

非
住
宅
用
地

小
規
模

一
般

区分 負担水準の求め方 負担水準 課税標準額の求め方

18年度評価額×1/6

（都市計画税は1/3）

17年度課税標準額

100％超
80％以上
100％未満

本則（18年度評価額×1/6、都市計画税は1/3）

18年度評価額×1/3

（都市計画税は2/3）

17年度課税標準額

18年度評価額

17年度課税標準額

据え置き

80％未満

昨年度課税標準額＋本年度評価額×住宅用地特例
率×5％…Ａ
Ａが本年度評価額×1/6（都市計画税1/3）×80％を上回
る場合は80％
Ａが本年度評価額×1/6（都市計画税1/3）×20％を下回
る場合は20％

100％超
80％以上
100％未満

本則（18年度評価額×1/3、都市計画税は2/3）

据え置き

80％未満

昨年度課税標準額＋本年度評価額×住宅用地特例
率×5％…Ｂ
Ｂが本年度評価額×1/3（都市計画税2/3）×80％を上回
る場合は80％
Ｂが本年度評価額×1/3（都市計画税2/3）×20％を下回
る場合は20％

70％超
60％以上
70％未満

法定上限（18年度評価額×70％）

据え置き

60％未満
昨年度課税標準額＋本年度評価額×5％…Ｃ
Ｃが本年度評価額×60％を上回る場合は60％
Ｃが本年度評価額×20％を下回る場合は20％

※住宅用地の小規模は住宅１戸当たり200㎡まで、一般は同200㎡を超える部分
※非住宅用地は住宅用地のうち建物床面積の10倍を超える部分を含む

平成18年度は３年に１度行われる土地、

家屋の固定資産税評価替えの年です。資産

価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれ

た価格に見直します。これに併せて、都市

計画税も調整されます。

縦
覧
と
閲
覧

４
月
３
日
か
ら

経過年数など考慮し家屋を評価 経過年数など考慮し家屋を評価 

組
織
改
編
し
ま
す

執
務
室
が
移
動
に

４
月
か
ら
市
役
所
の
組
織
が
一
部
変
わ
り
ま
す


